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博多湾環境保全計画（第三次）原案に係る 

市民意見募集の結果について 
 

１ パブリック・コメント手続の実施概要 

 （１）実施の目的 

    博多湾環境保全計画（第三次）の策定にあたり、市民との情報の共有を図り、市民の意見を

反映させるため、パブリック・コメント手続によって計画原案を公表し、意見募集を実施しました。 

 （２）意見募集期間 

    令和７年６月 26 日（木）から７月 25 日（金）まで 

 （３）実施方法 

   ① 計画原案の公表方法 

      計画原案を情報公開室、情報プラザ、環境局環境調整課、各区役所情報コーナー、入部・

西部出張所において配布するとともに、市ホームページにも掲載しました。 

② 意見提出の方法 

  意見については、郵送、FAX、電子メール、窓口への持参のほか、オンラインによる受付を行 

いました。 

 （４）意見の提出状況 

   ① 意見提出者数      ３名 

② 意見の件数       １４件 

  【内訳】 

分類 件数 

計画総論 2 件 

第１章 計画策定にあたって 0 件 

第２章 博多湾環境保全計画（第二次）の現状と課題 2 件 

第３章 博多湾環境保全計画（第三次）がめざすもの 4 件 

第４章 計画の推進体制 2 件 

第５章 各主体の役割 3 件 

その他 1 件 

合計 14 件 
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２ 市民意見要旨と意見への対応（全意見要旨と対応） 

   「市民意見要旨」と「意見への対応と考え方」についてまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 計画総論 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

１ 
 
現況データ（４頁～３９頁）と各施策に関連性

もあるのだろうが、いち市民の私には伝ってこな
かった。例えば、１６、１７頁に下水道からの流入
負荷量が掲載されているが、今後も処理が必要
なのか、栄養塩不足を考慮し、下水処理の在り
方を検討するのか、方向性がわからない。課題
だと言い続けているようにしか読めず、何のため
の計画？と疑問である。 

 

 
□原案どおり 

  69 頁、91 頁に記載のとおり、博多湾の栄養塩
類のあり方の検討を行っていくこととしており、その
結果、必要に応じて、環境基準類型指定や環境基
準の評価のあり方、下水処理のあり方などについ
ても検討を行う予定です。 

２ 
 
複数のコラムがあるが、単なる読み物であれ

ば記載のみで役割を果たしているが、今後の計
画と施策との関連が分かり難い。 

 
□その他 

  博多湾の環境保全への理解を深めていただくた
め、博多湾の情報や計画に記載している用語等に
ついて、コラムを設けております。 
 

 

（２） 第１章 計画策定にあたって 

   意見なし。 

凡 例 

【意見への対応と考え方】 

  ■修正      ：意見趣旨に基づいて原案を修正するもの 

  □原案どおり ：意見趣旨に基づく原案の修正がないもの 

  □記載あり   :意見趣旨が原案に記載されているもの 

  □その他     :計画に関係のない個別の取組み等への要望・提案や質問など 

■修正 □原案どおり □記載あり □その他 計 

2 件 7 件 3 件 2 件 14 件 
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（３） 第２章 博多湾環境保全計画（第二次）の現状と課題 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

３ 
   

８頁の図８の全天日射量の推移について、凡
例が間違っている。 

 

 
■修正 

  ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
 
凡例の「気温」を「全天日射量」に修正。 
 

４ 
 
４２頁～52 頁の博多湾環境保全計画（第二

次）の評価・課題について、重点的な課題や課
題解決のための対策が何かを市民に分かりや
すく明示していただきたい。何が課題で、その課
題を解決するために行政、民間、大学、市民で同
じ方向を向いて取り組みたいのに伝わってこな
い。計画を共有することで、同じ方向性を向ける
と思うが、この計画ではどこを向いて進んでいく
のか読み取れないのではないか。重点課題や重
点施策、重点的な検討事項を１ページ作成して
いただきたい。 

 

 
□原案どおり 

  課題については、42 頁～52 頁に記載しており
ます。また、第二次計画の評価と課題を受けて、 課
題解決のための第三次計画の主な施策や指標・
目標、実施主体・関係者を 62～63 頁にまとめて
おります。 主な施策の内容については 65～86
頁、各主体の役割については 93～103 頁に記載
しております。 
 なお、市民のみなさまに分かりやすい概要版を作
成する予定です。 

 

（４） 第３章 博多湾環境保全計画（第三次）がめざすもの 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

5 
   

５５頁の図５８の計画推進のイメージについ
て、何が階段状に上がっているのか。横軸はなん
だろうと考えてしまった。第二次計画までの将来
像は「生きものが生まれ育つ博多湾」であるが、
今回どう変更して、どうステップアップしていくの
か。 

 

 
□記載あり 

図５８は博多湾の将来像の実現に向けて、計画
を推進していくイメージを記載しております。 

博多湾の将来像については、56 頁に記載のと
おり、第二次計画（生きものが生まれ育つ博多湾）
から新たな将来像「生きものの育みと恵みを未来
につなぐ豊かな博多湾」に変更しております。 

市民・事業者などの多様な主体が博多湾の環
境保全に向けた役割を理解し行動することで、博
多湾の有する「ささえる」「はぐくむ」「ふれあう」
「つなぐ」の多面的機能が最大限に発揮された豊
かな博多湾を次の世代につなげていけるようステッ
プアップしていきます。 

なお、62 頁には基本的方向ごとの計画目標像
を記載しております。 
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番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

6 
   

栄養塩類のバランスについて、第二次計画策
定時から言われていたが、当時は全国的に具体
的な取組みがなかったものの、令和に入ってか
ら瀬戸内海では窒素、リンの下限値目標が示さ
れるなどの動きがあったが、博多湾ではどういっ
た方向性か。リン不足が課題にとどまっていては
何も進まないのではないか。西部水処理センタ
ーで季節別運転を実施しているが、その効果・
検証から第三次計画につながる施策がないよう
に思う。今後の方向性を教えていただきたい。 
 

 
□原案どおり 

69 頁、91 頁に記載のとおり、博多湾の栄養塩
類のあり方の検討を行っていくこととしており、その
結果、必要に応じて、環境基準類型指定や環境基
準の評価のあり方、下水処理のあり方などについ
ても検討を行う予定です。 

また、75 頁に記載のとおり、海藻養殖漁場の栄
養塩類対策の検討として、西部水処理センターに
おける季節別管理運転の試行を継続していくことと
しております。 

7 
   

７１頁において、生物多様性の視点も強調す
るのであれば、未利用魚の記述等も必要ではな
いか。 

 

 
□原案どおり 

基本的方向２「はぐくむ」では、魚類全般を含む
「多様な生きものが生まれ育つ場が保全・再生・回
復している」を計画目標像としております。いただい
たご意見は今後の取組みの参考とさせていただき
ます。 

 

8 
   

博多湾東部（和白・多々良）は国指定鳥獣保
護区になっているが、ここを国指定鳥獣保護区
の特別保護地区に指定して、ラムサール条約登
録湿地にするよう計画して、将来に渡って開発の
心配がないように保全していただきたい。また東
アジアのフライウエイに登録して、保全を目指し
ていただきたい。 
 

 
□原案どおり 

博多湾東部（和白・多々良）を含む干潟の保全
は大変重要と考えており、76 頁に記載のとおり、引
き続き、多様な主体との連携・共働のもとで干潟保
全活動を推進してまいります。 
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（５） 第４章 計画の推進体制 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

9 
   

脱炭素と博多湾について、全国や福岡県、市
で連携してブルーカーボンに取り組む必要があ
るのではないか。考え方を記述していただきた
い。 

 

 
□記載あり 

75 頁に記載の藻場の保全・再生活動や、86 頁
に記載のアマモ場づくり活動について、引き続き多
様な主体と連携・共働して取り組んでまいります。 

また、９０頁に記載のとおり、ブルーカーボンを活
用した吸収源対策に係る調査・研究については、国
や県、大学等研究機関などと連携して取り組んで
まいります。 

 

10 
 
環境 DNA について、生物多様性等を新たに

目標等に記載するのであれば、積極的な取組み
等、今後の方向性を記載していただきたい。大学
等でも取り組まれているようなので、そういった
機関との連携等、何かできるのではないか。 

 

 
■修正 

91 頁に記載のとおり、環境 DNA による魚種の

モニタリングを行う予定です。 

また、いただいたご意見を踏まえ、 

「本計画におけるモニタリングにおいても、その技

術動向を注視するとともに、課題解決に向けて大学

等とも連携し検討していきます。」に修正します。 

 

（６） 第５章 各主体の役割 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

11 
   

国、県、市の管理範囲や役割分担、市役所の
中の環境局の役割等が分からないので、事業
の部分に国、県、市の局名を書いてもらえると分
かりやすい。 

 

 
□原案どおり 

施策によって多くの部署が関わり、計画に関連
部署を記載すると複雑になることや、本計画は 
１０年に及ぶ長期計画で、その間、担当部署の変更
もあり得ることから、部署名は記載しておりません。 
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番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

12 
 
９５頁の博多湾の環境保全のための市民一

人ひとりの行動例について、「潮干狩りや海水浴
など、自然とのふれあいの場として博多湾に遊
びに行く」と書いてあるが、実際は海岸や干潟は
子供たちが自由に立ち入ることができない区域
にされている。海岸や干潟にぜひ子どもたちだけ
で遊びに行けるように、規制を緩和していただき
たい。大切な海岸や干潟の自然を子供たちに開
放していただきたい。 

 

 
□その他 

ご意見のとおり、海岸や干潟などの自然にふれ
ていただくことは重要と考えますが、海岸管理者が
安全性の観点などから立入禁止と判断されており
ます。 

13 
 
97、９８頁の NPO 等市民団体の取組み例に

ついて、長年、和白干潟の保全活動に取り組ん
でいる団体も紹介して欲しい。 

 

 
□原案どおり 

和白干潟の保全活動に取り組まれている団体の
活動の一環として、７６頁に当該団体等と福岡市が
参加する「和白干潟保全のつどい」による取組みを
記載しております。 
 

 

（７） その他 

番号 意見要旨 意見への対応と考え方 

14 
   

福岡市は東京、大阪などと異なり、辛うじて自
然環境も保全されていると思う。ただ、昔と比べ
生活レベルは想像以上に高く、便利になり本当
に感謝しているが、高度成長期以降の福岡市に
おける開発に伴う自然環境の推移を考えると疑
問が生じる。そこで、都市化に伴い分断化された
山～海岸までのエコトーンを部分的に再生して
はどうか。既存の公園や使える土地（池も含む）
を、本来その推移帯に生息していた生物の為に
少し手を加えてみるという試み。この様な小規模
な再生であっても、それぞれ推移帯が点として機
能するようになれば、自ずと連続性が発生する
のではと思う。これにより、人間と生き物のバラン
スがとれた共存が都市部においても今よりは魅
力あるものに変わるのではと期待している。 

 

 
□記載あり 

  ８４頁に記載のとおり、基本的方向４「つなぐ」の
計画目標像として、『森里川海のつながりを意識し
た取組みが進んでいる』を設定しており、今後も干
潟や藻場、博多湾を囲む緑地や森林などの保全に
取り組んでまいります。いただいたご意見は、今後
の取組みの参考とさせていただきます。 
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